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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】令和3年8月26日(2021.8.26)

【公開番号】特開2019-53725(P2019-53725A)
【公開日】平成31年4月4日(2019.4.4)
【年通号数】公開・登録公報2019-013
【出願番号】特願2018-152980(P2018-152980)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  12/06     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  12/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   12/06     ５５０Ａ
   Ｇ０６Ｆ   12/00     ５９７Ｒ

【手続補正書】
【提出日】令和3年7月14日(2021.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高帯域メモリ（ＨＢＭ）システムであって、
　ＰＩＭ（Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ－Ｉｎ－Ｍｅｍｏｒｙ）動作をサービスするＰＩＭ機能
を含むＨＢＭメモリ装置と、
　命令語及びアドレス（ＣＡ）バス並びにデータバスを含みホスト装置に連結される第１
インターフェースと、内部バスを介して前記ＨＢＭメモリ装置に連結される第２インター
フェースとを含み、前記第１インターフェースの前記ＣＡバスを介して前記ホスト装置か
ら第１命令語と、前記データバスを介して前記ホスト装置から第２命令語とを受信し、前
記受信された第２命令語を、前記第２インターフェースを介して前記ＨＢＭメモリ装置に
伝送される、前記ＰＩＭ動作のためのＰＩＭ命令語に変換し、前記ＰＩＭ動作のための内
部バス命令語が前記ＰＩＭ命令語の実行に重なるように、前記内部バス上で前記ＰＩＭ動
作のためのオーバーラップタイミングを有する少なくとも１つの命令語を発行する論理回
路と、を備え、
　前記ＨＢＭシステムが前記ホスト装置から前記第１命令語を受信して前記ホスト装置か
ら他の命令語を受信する準備ができるまでの遅延（ｌａｔｅｎｃｙ）は、決定論的（ｄｅ
ｔｅｒｍｉｎｉｓｔｉｃ）であることを特徴とする高帯域メモリシステム。
【請求項２】
　前記第２命令語は、前記ＨＢＭメモリ装置内の単一のアドレスに対するＰＩＭ動作又は
前記ＨＢＭメモリ装置内の同一の行の複数のアドレスに対するＰＩＭ動作のためのもので
あることを特徴とする請求項１に記載の高帯域メモリシステム。
【請求項３】
　前記ホスト装置から受信された第２命令語は、前記ＨＢＭメモリ装置内の同一のチャン
ネル内の一つ以上のバンク内のＰＩＭ動作のためのものであり、
　前記第２命令語が前記ホスト装置から受信されて前記ＨＢＭシステムが前記ホスト装置
から他の命令語を受信する準備ができるまでの遅延は、決定論的であることを特徴とする
請求項２に記載の高帯域メモリシステム。
【請求項４】
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　前記ホスト装置から受信された第２命令語は、前記ＨＢＭメモリ装置内の異なるバンク
に亘るＰＩＭ動作のためのものであり、
　前記第２命令語が前記ホスト装置から受信されて前記ＨＢＭシステムが前記ホスト装置
から他の命令語を受信する準備ができるまでの遅延は、決定論的であることを特徴とする
請求項１に記載の高帯域メモリシステム。
【請求項５】
　前記論理回路は、前記ＣＡバスを介して前記ホスト装置から前記ＨＢＭメモリ装置内に
おけるＰＩＭ動作のための第３命令語と、前記データバスを介して前記ホスト装置から前
記第３命令語に続く第４命令語とを更に受信し、
　前記第４命令語は、前記第４命令語が前記ホスト装置から受信されて前記ＨＢＭシステ
ムが前記ホスト装置から他の命令語を受信する準備ができるまでの遅延に関する、決定論
的部分及び推定部分を含む第１推定情報を要求することを特徴とする請求項１に記載の高
帯域メモリシステム。
【請求項６】
　前記論理回路は、前記ＣＡバスを介して前記ホスト装置から前記ＨＢＭメモリ装置内に
おけるＰＩＭ動作のための第３命令語と、前記データバスを介して前記ホスト装置から前
記第３命令語に続く第４命令語とを更に受信し、
　前記第４命令語は、前記第４命令語が前記ホスト装置から受信されて前記ＨＢＭシステ
ムが前記ホスト装置から他の命令語を受信する準備ができるまでの遅延に関する、決定論
的部分及びクレジット基盤部分を含む推定情報を要求することを特徴とする請求項１に記
載の高帯域メモリシステム。
【請求項７】
　前記論理回路は、前記ＣＡバスを介して前記ホスト装置から前記ＨＢＭメモリ装置内に
おけるＰＩＭ動作のための第３命令語と、前記データバスを介して前記ホスト装置から前
記第３命令語に続く第４命令語とを更に受信し、
　前記第４命令語は、前記第４命令語が前記ホスト装置から受信されて前記ＨＢＭシステ
ムが前記ホスト装置から他の命令語を受信する準備ができるまでの遅延に関する、決定論
的部分及び再試行部分を含む推定情報を要求することを特徴とする請求項１に記載の高帯
域メモリシステム。
【請求項８】
　前記第２命令語は、前記ＨＢＭメモリ装置内の同一のチャンネル内の一つ以上のバンク
内のＰＩＭ動作のためのものであることを特徴とする請求項１に記載の高帯域メモリシス
テム。
【請求項９】
　前記第２命令語は、前記ＨＢＭメモリ装置内の異なるバンクに亘るＰＩＭ動作のための
ものであることを特徴とする請求項１に記載の高帯域メモリシステム。
【請求項１０】
　並列タイミング経路を有する命令語は、リード命令語及びライト命令語を含むことを特
徴とする請求項１に記載の高帯域メモリシステム。
【請求項１１】
　高帯域メモリ（ＨＢＭ）システムであって、
　高帯域メモリ（ＨＢＭ）装置と、
　ホスト装置に連結される第１インターフェースと、前記ＨＢＭ装置に連結される第２イ
ンターフェースとを含み、前記ホスト装置から一つ以上の命令語を受信し、前記受信され
た各命令語を、前記第２インターフェースを介して前記ＨＢＭ装置に伝送される少なくと
も一つの対応するＰＩＭ（Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ－Ｉｎ－Ｍｅｍｏｒｙ）命令語に変換す
る論理回路と、を備え、
　前記論理回路は、前記ホスト装置から前記ＨＢＭ装置内におけるＰＩＭ動作のための第
１命令語と、前記ホスト装置から前記第１命令語に続く第２命令語とを更に受信し、
　前記第２命令語は、前記第２命令語が前記ホスト装置から受信された時点と前記ＨＢＭ
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システムが前記ホスト装置から他の命令語を受信する準備ができた時点との間の時間に関
する、決定論的期間及び非決定論的期間を含む第１時間推定情報を要求することを特徴と
する高帯域メモリシステム。
【請求項１２】
　前記非決定論的期間は、推定期間を含むことを特徴とする請求項１１に記載の高帯域メ
モリシステム。
【請求項１３】
　前記論理回路は、前記ホスト装置から前記ＨＢＭ装置内におけるＰＩＭ動作のための第
３命令語と、前記ホスト装置から前記第３命令語に続く第４命令語とを更に受信し、
　前記第４命令語は、前記第３命令語が前記ホスト装置から受信された時点と前記ＨＢＭ
システムが前記ホスト装置から他の命令語を受信する準備ができた時点との間の時間に関
する、決定論的期間及びクレジット基盤期間を含む第２時間推定情報を要求することを特
徴とする請求項１１に記載の高帯域メモリシステム。
【請求項１４】
　前記論理回路は、前記ホスト装置から前記ＨＢＭ装置内におけるＰＩＭ動作のための第
５命令語と、前記ホスト装置から前記第５命令語に続く第６命令語とを更に受信し、
　前記第６命令語は、前記第６命令語が前記ホスト装置から受信された時点と前記ＨＢＭ
システムが前記ホスト装置から他の命令語を受信する準備ができた時点との間の時間に関
する、決定論的期間及び再試行期間を含む第３時間推定情報を要求することを特徴とする
請求項１３に記載の高帯域メモリシステム。
【請求項１５】
　前記論理回路は、前記ホスト装置から前記ＨＢＭ装置内におけるＰＩＭ動作のための第
７命令語を更に受信し、
　前記第７命令語が前記ホスト装置から受信された時点と前記ＨＢＭシステムが前記ホス
ト装置から他の命令語を受信する準備ができた時点との間の時間は、決定論的であること
を特徴とする請求項１４に記載の高帯域メモリシステム。
【請求項１６】
　前記第７命令語は、前記ＨＢＭ装置内の単一のアドレスに対するＰＩＭ動作又は前記Ｈ
ＢＭ装置内の同一の行の複数のアドレスに対するＰＩＭ動作のためのものであることを特
徴とする請求項１５に記載の高帯域メモリシステム。
【請求項１７】
　前記論理回路は、前記ホスト装置から前記ＨＢＭ装置内の同一のチャンネル内の一つ以
上のバンク内のＰＩＭ動作のための第８命令語を更に受信し、
　前記第８命令語が前記ホスト装置から受信された時点と前記ＨＢＭシステムが前記ホス
ト装置から他の命令語を受信する準備ができた時点との間の時間は、決定論的であること
を特徴とする請求項１６に記載の高帯域メモリシステム。
【請求項１８】
　前記論理回路は、前記ホスト装置から前記ＨＢＭ装置内の異なるバンクに亘るＰＩＭ動
作のための第９命令語を更に受信し、
　前記第９命令語が前記ホスト装置から受信された時点と前記ＨＢＭシステムが前記ホス
ト装置から他の命令語を受信する準備ができた時点との間の時間は、決定論的であること
を特徴とする請求項１７に記載の高帯域メモリシステム。
【請求項１９】
　前記非決定論的期間は、クレジット基盤期間を含むことを特徴とする請求項１１に記載
の高帯域メモリシステム。
【請求項２０】
　前記非決定論的期間は、再試行期間を含むことを特徴とする請求項１１に記載の高帯域
メモリシステム。
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